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2020 年 6 月 1 日 
 

コンサルティングレポート 
 

人事・退職給付一体サーベイ（働き方改革・福利厚生編）の 
実施と結果概要 

 

組織人事戦略部 [東京] チーフコンサルタント 三城 圭太   

アソシエイト       加藤 瑛里子 
 
1. はじめに 

(1) 本レポート及びサーベイ実施の趣旨 
弊社では三菱 UFJ 信託銀行（以下、「MUTB」という）と協働し、2018 年度に「人事・退職給付一体サーベイ

（シニア活用編）」として、再雇用制度・定年延長に対する各企業の動向調査を実施した。2019 年度は定年延

長に対する各企業の動向を引き続き調査するとともに、新たに働き方改革・福利厚生の観点からサーベイを実

施した（「人事・退職給付一体サーベイ（働き方改革・福利厚生編）」）。 

「人事・退職給付一体サーベイ（働き方改革・福利厚生編）」実施の主な背景は、政府による働き方改革実現

に向けた取組みの加速にある。政府は 2018 年 7 月 6 日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に

関する法律」（以下、働き方関連法）を公布した。働き方関連法では、①長時間労働の是正、及び多様で柔軟な

働き方の実現、②正規・非正規社員の不合理な待遇差是正、③高年齢者の就業支援、が掲げられている。②

正規・非正規社員間の不合理な待遇差是正については、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の

改善等に関する法律」（以下、パートタイム・有期雇用労働法）が 2020 年 4 月 1 日から施行 1された。また③高

年齢者の就業支援促進については、70 歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする「高年齢者等の雇

用の安定等に関する法律」が 2020 年 3 月 31 日に国会で可決となり、2021 年 4 月 1 日からの施行が予定さ

れている。 

こうした政府動向を踏まえた各企業の対応策を調査すべく、本サーベイでは、子育てや介護支援、テレワーク

等の働き方改革への対応、正規/非正規間での待遇格差是正への取り組み状況、資産形成支援への取組み、

各社の福利厚生施策の状況や問題意識、近年のトレンド等の調査を試みた。各企業で人事制度・人事施策推

進を検討するうえでの参考材料の一つとしていただきたい。 

 

                                                   
 
1 中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は 2021 年 4 月 1 日。中小企業の範囲については、「資本金の額

または出資の総額」と「常時使用する労働者数」のいずれかが以下の基準を満たせば、中小企業に該当すると判断される。

なお事業所単位ではなく、企業単位で判断する。また、常時使用する労働者数は、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労

働者数で判断する。業種の分類は、日本標準産業分類に従って判断される。 

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者数 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

その他（製造業、建設業、運輸業、その他） 3 億円以下 300 人以下 

（出所）厚生労働省 HP「同一労働同一賃金特集ページ パートタイム・有期雇用労働法の施行にあたっての中小企業の範囲」 
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/000604626.pdf 
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(2) サーベイの実施概要 
2019 年 11 月 1 日～12 月 30 日の間、「人事・退職給付一体サーベイ（働き方改革・福利厚生編）」を実施

し、MUTB の年金業務取引先 376 社から回答を得た。 

 

項目 内容 

名称 人事・退職給付一体サーベイ（働き方改革・福利厚生編） 

目的 人事制度および福利厚生制度の検討に役立つ情報提供 

内容 働き方改革・福利厚生施策への取組み状況に関する情報収集 

対象企業 MUTB 年金業務取引先 376 社 

実施時期 2019 年 11 月 1 日～12 月 30 日 

実施方法 Web による回答（設問数：26 問） 

目次 第 1 章：参加企業の概況 

第 2 章：定年延長、雇用確保の検討状況 

第 3 章：非正規社員の処遇の状況について 

第 4 章：人事関連諸施策・福利厚生施策について 

第 5 章：家族手当・住宅支援施策について 

第 6 章：資産形成支援施策について 

※本レポート「3.主な調査結果」には、第 6 章：資産形成支援施策に関する分析を含めていない。 

 
2. 参加企業の概要 

(1) 業種／従業員数 
 本サーベイ参加企業のうち、非製造業は 201 社（54.0%）、製造業は 171 社（46.0%）となっている。従業員数

別にみると、1,000 人以下の企業が 204 社（54.3%）と過半数を占めており、1,001 人以上～3,000 人以下の企

業が 98 社（26.1%）、3,001 人以上の企業が 74 社（19.7%）と続いている。 

 
図 1：業種別（左）、従業員数（右） 
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3. 主な調査結果 
(1) 定年延長の検討状況 

 定年年齢 65 歳未満の企業のうち、定年延長を「検討中」の企業が全体の 55.6%と過半数を占め、「実施の予

定はない」企業も 44.4%と拮抗している。2018 年度調査では、定年延長を「検討中」の企業が全体の 50.6%で

あったことから、「検討中」の企業は増加していることが分かる。また、定年延長の実施時期を確定した企業は全

体の 8.3%に留まっているが、2018 年度調査の 6.6%と比較すると微増傾向にある。 

 
図 2：定年延長の検討状況 2019 

 
（参考）定年延長の検討状況～2018 年度の集計結果～ 

 
図 3：定年延長の検討状況 2018 

 

55.6% 

50.6% 



 

ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。  
（お問い合わせ）コーポレート・コミュニケーション室   TEL：03-6733-1005   E-mail：info@murc.jp 

4 / 9 

 

(2) 70 歳までの雇用確保に向けた施策 
70 歳までの雇用確保に向けた施策として、政府が掲げる①～⑦の施策の導入・検討状況をみると、「未検討

で未導入」の企業が大半を占めるが、「③70 歳までの継続雇用制度」の導入を検討中の企業は他施策と比して

多く、導入済の企業も 10.4%存在する。その他の施策をみると、「④他企業への再就職斡旋」「⑤定年後のフリ

ーランス契約」を検討中・導入済と回答する企業も一定数見られる。調査段階で「①定年廃止」「②70 歳までの

定年延長」を導入済の企業はなく、導入しないことを決定済と回答する企業も他の施策と比して多い。 

 
図 4：70 歳までの雇用確保に向けた施策 

 
(3) 非正規社員への制度適用の有無 

パートタイム・有期雇用労働法の施行を踏まえ、各社における非正規社員への制度適用状況をみると、「通勤

手当」「出張旅費」に次いで、「慶弔休暇」「残業手当（※）」「弔慰金・慶弔見舞金」「賞与」の適用率が高い。一

方、上記以外の各種手当や「退職一時金」「退職年金」の適用率は低い。 

 

図 5：非正規社員への制度適用の有無 
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(4) 正規・非正規社員の格差是正のための見直しの検討状況 
現在の「（3）非正規社員への制度適用の有無」を踏まえ、今後の格差是正に向けた見直しの検討状況をみる

と、「賞与」の見直しを検討している企業が多く、次いで「家族手当」「基本給」「慶弔休暇」「退職一時金」が続く。

見直しを検討している企業の割合は、全ての賃金項目・施策について 30%以下の水準だが、2020 年のパート

タイム・有期雇用労働法施行にあたって、既に対応済の企業も一定数存在するためと想定される。 

 

図 6：正規・非正規社員の格差是正のための見直しの検討状況 
 

(5) 人事関連諸施策の導入状況 
柔軟な働き方実現に向けた施策の導入・活用状況をみると、「短時間勤務制度」を導入する企業の割合は

79.9%と最も高く、「フレックスタイム制度」「時差出勤制度」「在宅勤務制度」が続く。「フレックスタイム制度」「勤

務時間インターバル制度」は、制度の特性もあって活用比率が 100%と回答する企業も相対的に多い。今後充

実する予定がある制度として、「在宅勤務制度」の割合が 27.9%（※2019 年 11-12 月調査段階データ）と最も

高く、「フレックスタイム制度」「サテライトオフィス制度」が続く。 

 
図 7：人事関連諸施策の導入有無・活用状況（左）、今後の予定（右） 
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(6) 福利厚生施策の導入状況 
福利厚生施策の導入・見直し状況をみると、過去 5 年間の動向ではいずれの施策も「大きな変更なし」が多

いが、「子育て・介護支援」「健康管理・医療補助の支援」「キャリア形成支援」の各施策を拡充した企業は、他の

施策と比して多くなっている。今後の予定も過去 5 年間の動向と同様、いずれの施策も「大きな変更なし」が多

いが、上記施策を拡充する予定の企業が、他の施策と比して多い傾向が見られる。 

 
図 8：福利厚生施策の過去 5 年間の動向（上）、今後の予定（下） 

 
(7) 人事部門が重視する施策 

人事部門が重視する施策をみると、足元、政府主導で進められている「働き方改革への対応」や「人事制度

改革」を重視する割合が最も高く、次いで「要員計画策定・人材構造最適化」「新卒・中途採用強化」「人材育成

体系構築」が続く。 

 
図 9：人事部門が重視する施策 
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（参考）人事部門が重視する施策～従業員数別～ 
「（7） 人事部門が重視する施策」の回答者数を従業員数別にみると、従業員数が多い（3,001 人以上の）

企業では、「ダイバーシティ・女性活躍推進・外国人労働者雇用の促進」「タレントマネジメント構築・システム導

入」「グローバル人材マネジメント体制整備」を重視する割合が相対的に高い。一方、従業員数が少ない

（1,000 人以下の）企業では、「新卒・中途採用強化」「人材育成体系構築」「管理職の後継者育成（サクセショ

ンマネジメント）」を重視する割合が相対的に高い。 

  

図 10：人事部門が重視する施策～従業員数別～ 
 

(8) 家族手当の導入状況 
家族手当の導入状況をみると、過去 5 年間の動向ではいずれの手当も「大きな変更なし」が多いが、「配偶

者」を対象とする家族手当は導入・拡充に比して縮小傾向（削減または廃止）、「子供」を対象とする家族手当は

削減・廃止に比して拡充傾向（導入または拡充）にあった。共働き世代が増え、配偶者に対する保障が必要とは

限らない家庭が増える中、今後も「配偶者」を対象とする家族手当は縮小、「子供」を対象とする家族手当は拡

充する傾向が続くと推測される。 
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図 11：家族手当の導入状況 
 
4. おわりに 

過去 2 回のサーベイの結果を振り返ると、定年延長の導入に関する企業の動向がこの 1 年で目覚ましく変化した

わけではなかったが、「導入済」「検討中」の割合が若干増加しているなど促進の動きがみられた。なお、今回の調査

では、具体的な施策を「導入済」という回答こそ少なかったが、今後は行政の動きをうけて 70 歳までの雇用確保に向

けた施策について企業の着目度が上がると考えられる。 

また、人事部門が重視する施策として「働き方改革への対応」の優先順位が高い一方で、2019 年 11-12 月段階の

データでは、柔軟な勤務制度の導入・活用が充実している状況ではなかった。しかし、昨今の報道で話題になって

いるとおり、2020 年 2 月以降の新型コロナウイルスの流行により、特に在宅勤務制度（テレワーク）の導入や積極活

用に踏み切った企業が急増しているとみられる。この機運についてはコロナウイルスの収束後も逆戻りせず、大企業

を中心に柔軟な勤務制度の導入が積極促進されるのではないだろうか。一方、”急場しのぎ”でテレワークを導入し

た企業では、「在宅勤務の環境で組織マネジメントや人事評価をどのように実施すべきか」について十分に検討でき

ていないという課題も生じている。この例も含め、柔軟な勤務制度を導入する際は、就労管理ルールの検討に合わ

せた評価・処遇方法の見直しが求められる。具体的には、業務の遂行プロセスを客観的に観察できない場合でも公

正・公平な評価を実施するために、業績指標やマネジメントルールを整備のうえ、パフォーマンス重視の評価・処遇

に転換する企業が増えるのではないかと考えられる。 

なお、調査で触れた「福利厚生の充実」は、給与・賞与などの金銭的な報酬に加えて企業への就業の魅力度を上

げる効果があり、企業と社員との信頼関係を強くする手段として有用である。なかでも「子育て・介護支援」「健康管

理・医療補助の支援」「キャリア形成支援」については、調査項目のなかで企業の関心が高い状況が見られた。今後

の世情の機微に即して、古い制度を見直しながら新たな福利厚生施策を拡充することで、社員の帰属意識や仕事

へのコミットメントを高めることが見込めるのではないだろうか。
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－ ご利用に際して －  

 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではあ

りません。 

 また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。 

 本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご

自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。 

 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：三菱ＵＦＪリ

サーチ＆コンサルティングと明記してください。 

 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。 


